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那珂市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 急激な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少の進行を可能な限り穏

やかなものとしていくとともに、将来にわたって活力ある地域社会を維持してい

くため、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１

項に基づき、那珂市人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び那珂市

まち・ひと・しごと総合戦略（以下「総合戦略」という。）を策定するとともに、

まち・ひと・しごと創生に関する施策を全庁的かつ計画的に実施するため、まち・

ひと・しごと創生本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 

（２）総合戦略に関する目標及び施策に関する進行管理に関すること。 

（３）その他本部の設置に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には教育長、企画部長、総

務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、上下水道部長、議

会事務局長、教育部長、消防長及び行財政改革推進室長をもって充てる。 

４ 本部長は、本部員の中から統括を指名する。 

５ 統括は、本部長、副本部長の命を受けて、第６条に規定する部会を掌握する。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

（部会） 

第６条 本部長は、本部に部会を設置する。 

２ 部会は、本部長から付託された事項を調査研究するとともに、課題解決のため

の素案を作成し、本部会議へ報告する。この場合において、事前に統括との協議

を経なければならない。 

３ 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明又は

意見を求めることができる。 

４ 部会長、副部会長及び部会員は、本部長が指名する。 

５ 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

６ 部会長は、部会を総括する。 

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 
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（有識者会議） 

第７条 本部長は、人口ビジョン及び総合戦略の策定に当たり、本部への助言及び

意見交換を行うための有識者会議を設置する。 

２ 有識者会議は、住民代表及び産業界、行政機関、高等教育機関、金融機関、労

働団体等の有識者をもって構成する。 

（庶務） 

第８条 本部の庶務は、企画部政策企画課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



那珂市まち・ひと・しごと推進体制
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那珂市まち・ひと・しごと創生本部 

本部長：市長 副本部長：副市長 

 
 
 
 
 
 

那珂市まち・ひと・しごと部会 

那珂市人口ビジョン 

・人口の現状分析 

・人口の将来展望 

那珂市総合戦略 

・基本目標と方向 

・具体的施策 

・重要業績評価指標 

まち部会 

 ・地方で安心して暮らせるような取組 

ひと部会 

 ・若者の地方での就労、地方への定着 

 ・結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援 

しごと部会 

 若者が安心して働く雇用創出への取組 

本部員：教育長、企画部長、総務部長、市民生活部長、

保健福祉部長、産業部長、建設部長、上下水道部長、議

会事務局長、教育部長、消防長、行財政改革推進室長 

那珂市まち・ひと・しごと創生有識者会議（仮称） 

 会議メンバー（案） 

住民代表、産業界、国・県・市町村関係の行政機関、

教育機関、金融機関、労働者団体、メディア等の有識

者、学識経験者より選任 

 ※１５名程度を想定 

意見・提案 

国・県・周辺自治体との連携 市議会 

報

告 
意

見 
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